
○松本市森林再生実行会議設置要綱 

令和３年７月７日 

松本市告示第３６７号 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、松本市森林再生検討会議から提言のあった森林の再生、活用、保全等

について、具体的な施策を検討するため、松本市森林再生実行会議（以下、「会議」とい

う。）を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。 

(所掌事項) 

第２条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

 ⑴ 森林の再生、活用及び保全に関すること。 

⑵ 森林及び環境政策に関すること。 

⑶ 森林政策を遂行するための人材及び組織に関すること。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

(組織) 

第３条 会議は、委員４人をもって組織する。ただし、市長が必要と認めるときは、委員を

追加することができるものとする。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 ⑴ 有識者 

 ⑵ 林業関係者 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

(任期) 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から第２条に規定する所掌事項に係る検討が終了するま

での間とする。 

(座長及び座長代理) 

第５条 会議に座長及び座長代理各１人を置き、委員の中から市長が指名する。 

２ 座長は、会議を代表し、会務を総理する。 

３ 座長代理は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

(会議) 

第６条 会議は、座長が必要に応じて招集し、座長が会議の議長となる。 

２ 座長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を

求めることができる。 

 (庶務) 

第７条 会議の庶務は、環境エネルギー部森林環境課及び総合戦略局総合戦略室において

処理する。 

(補則) 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和３年７月７日から施行する。 


